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 １．都市農村計画の歴史的系譜 

 

  集約型都市計画の戦いの歴史 

 

 

 
          

        



         １．都市農村計画の歴史的系譜 
 

近代化の中で世界の都市は、 

二つの異なる道を選んだ。 

 

・都市と田園を明確に画する道を選んだ   

 都市 

 

・都市と田園の交わることを、よしとした   

 都市         

        



  ＜都市と田園が交わることをよしとした都市＞ 

 

   １．“破壊”からのスタート： パ リ 

 

 

   ２．“ネットワーク型”：パークシステム 

       ボストン他 

 

   ３．“理想都市型”：田園都市論 

       イギリス他 

 

 

    

             



都市活動由来の 

環境問題の激化 
老朽化する膨大
な都市ストック 

巨大都市
の急成長 

既成市街地の空洞化 

地方都市の活力の喪失 

工業地域の衰退・荒廃 

尐子高齢化社会に 

適応しない都市空間 

都市をとりまく環境の危機 都市ストックの持続性の危機 都市社会・文化の危機 

問題の配置・文言を
修正したい（大方） 

８つのメガシティ（人口1000万人以上の都市圏） 

１９のメガシティ 

２３のメガシティ 

世界 
増大し続ける人口 

巨大都市の急成長 

資料：東京大学GCOE 都市空間の持続再生学 



日本：人口減尐の時代へ 



今後老朽化する厖大な社会資本ストック 



   日本における都市計画－－－緑地計画の系譜 

 
１．都市のコア：緩やかな破壊と封建ストックの持続  

           的維持（太政官布達） 
          震災・戦争による破壊からの再生 

２．都市のフリンジのコントロール：風致地区、線引き 

  制度（田園都市思想の波及） 
３．里地、里山：ほとんど対応なし。 

       （都市農村計画の不在） 
４．奥山：自然公園法 

５．ネットワーク計画論の不在 

６．広域計画の不備（５０年前までは、存在。弱体化） 
 



    

   ３．１１ 

東日本大震災 

 

・放射能汚染 
 

・地震・津波 

 からの復興 



多くの自治体が被災。 
 

地域ごとに異なる課題   

     ・三陸リアス式海岸 
   ・北上川河口：石巻 
   ・特別名勝松島 
   ・仙台平野、仙南 
   ・福島 
   ・茨城 
   ・千葉 
 
 



        ３つの課題 

 

・世界： 
  ①持続可能な地球環境の再生に 

     向けた都市農村、地域計画 

 

・日本： 
  ②人口減尐、高齢化社会における  

    都市と農村の在り方 

 

  ③担い手と仕組み 

 
          



 

課題 １ 

Sustainabilityの概念 
 

  

１．環境の持続可能性 

 

２．社会経済の持続可能性 

 

３．文化の持続可能性 
 

 

 



 

 

課題 ２ 

人口減尐、高齢化社会 

 

 

 

自然共生集約型都市へ 

 

流域圏プランニングの可能性 
 

  



 
課題 ３ 

都市農村計画の担い手と仕組み 

 
３．１１で明らかになったこと 

 

 

 

・地方分権における水平的連携の仕組み 

   構築の必要性 

 

・広域計画の欠落 

 
 



    

２．新しい都市計画の萌芽 

 
① 地球環境問題への具体的対応を内包する計画 

 

  地区計画レヴェルから都市レヴェル、広域計画 

  と連続する計画の枠組みが必要。 

               流域圏プランニング 

 

②．基礎自治体の計画：多様性が重要 

     

    緑の基本計画の実績と展開 

 

③．自治体間の水平的連携システムの構築 

   （非常時の都市計画への創意工夫） 
 

 



  ①流域圏プランニングと都市環境計画 

 

事例 

 

横浜市、鎌倉市、神奈川県、仙台市 

 

地域の自然的・歴史的特色に応じて多様 

 



流域圏の
階層性 



都市・地域の維持再生と流域圏プランニング 

 流域圏プランニングの展開 

1. スケールの階層性に対
応した、環境データベー
スの構築 

2. 評価手法の開発（緑地
の量・質・水循環・CO2） 

3. 異なる政策シナリオの導
入によるシュミレーション 

4. 緑の基本計画による展
開 

 



都市・地域の維持再生と流域圏プランニング 

 流域の階層性（広域～地区） 
 

 

 

 

 

 

流域の階層性を踏まえたデータ・ベースの作成 

地方・国土 広域 都市(市町村) 地区

1:100,000 1:50,000 1:25,000 1:2,500

10-100k㎡ 1-10k㎡ ha – k㎡ ㎡



都市・地域の維持再生と流域圏プランニング 

横浜市域における小流域図 

50mDEM(1:25,000地形図)微細な
地形の反映が困難 

↓ 

10mDEM（1:2500地形図）をもとに
作図。 

 

– 宅地や道路造成により自然
地形が喪失した地域は、雨
水排水区により修正 

– 行政界をまたぐ小流域、流
域界に関する考え方 

小流域数は1304個 平均面積は25.2ha 

(標準偏差16.1) 

丘陵・谷戸部と台地部の328.6k㎡(市域の75.8%) 



都市・地域の維持再生と流域圏プランニング 

時間軸に着目したサスティナビリティー評価 

1929 

～1948 

2004 



都市・地域の維持再生と流域圏プランニング 

[水循環] 横浜市における雨水浸透量の変化 

2004 1929 

～1948 



都市・地域の維持再生と流域圏プランニング 

 雨水浸透量の変化率（１９２９年ー２００４年） 



都市・地域の維持再生と流域圏プランニング 

異なるシナリオの導入による変化 

シナリオ① 
市街地の拡大 

 

シナリオ② 
法的な担保を有する 
緑地の保全・創出 

シナリオ③ 
市街化調整区域の 

緑地の保全 



都市・地域の維持再生と流域圏プランニング 

地区計画レヴェルでの活用：矢指川流域(3131) 

農業振興地域、農用地区域 

 (31310131) 
市民の森に続く農地・住宅地  

(31310135) 

土地利用の混在した 
下流の農業振興地域(31310202) 

市民の森 

ゴルフ場 

農業振興地区 

農用地区域 

緑地 

保存地区 

第三種 

風致地区 

市街化調整区域 

緑の7大拠点 

2004 法規制 

保土ヶ谷バイパス 

中原街道 

相鉄線 

三ツ境駅 

小流域を基礎とした緑地環境計画 



事例２ 鎌倉 Biotope Map 

 

 

 



N 

小流域の導入 



生物多様性評価 ：ビオトープマップ（広町緑地） 



小流域における生物の生息状況 

ホタル類 



事例 ３ 広域計画と流域圏プランニング 
神奈川県における樹林地の保全 



広域計画における流域圏プランニングの必要性 



 事例４ 仙台市 

資料：仙台市緑の分布調査（平成17年３月） 



都市計画区域・市街化区域 
連続する緑地 ｖｓ 断絶する計画 



小流域圏をベースとする自然環境に関する緑の質の評価 

評価：水循環、生物多様性、CO2の吸収 

大震災後の新たな杜の都の創造につなげる 

類型 評  価 特  性 保全方針 

Ⅰ
 

 二酸化炭素の固定・吸収，健全な水循環，自然共

生のいずれにおいても重要な緑となっている。奥

羽山脈から富谷丘陵，七北田･国見丘陵，蕃山･

青葉山丘陵，坪沼丘陵や海岸地域の森林が該当す

る。 

現状において大半が地域制緑地として保全されてお

り、一部対象外地域はあるものの土地利用調整条例の

区域に該当する。市街地内にも分布がみられるが保存

緑地や施設緑地の指定がされている樹林地が対象とな

っており，自然環境の保全が必要となる。 
Ⅱ

 

 二酸化炭素の固定・吸収，自然共生において重要

な緑となっている。市街地周辺部の富谷丘陵，七

北田･国見丘陵の緑や名取川沿岸の樹林地が該当

する。 

現状において大半が地域制緑地として保全されてい

る。市街地外縁部の森林となっており保全および維持

管理の充実が必要となる。 

Ⅲ
 

 健全な水循環，自然共生において重要な緑となっ

ている。市街地内の赤坂地区，広瀬川沿岸，与兵

衛沼周辺で河川、湖沼と重要な水生生物等の生育

環境となっている地区が該当する。 

現状では地域制緑地として保全が図られている。 

動植物の生育環境の保全の観点での樹林地の維持管理

が必要となる。 

Ⅳ
 

 二酸化炭素の固定・吸収，健全な水循環において

重要な緑となっている。主に森林地域のスギやア

カマツの人工林が該当する。 

現状において大半が地域制緑地として保全されてい

る。人工林で構成されている森林地域となっており，

間伐等による森林保全が必要となる。 

Ⅴ
 

 自然共生において重要な緑となっている。主に市

街地周辺部や市街地内に位置しており，身近な緑

として市民が日常的に接することの出来る樹林

地が該当する。 

市街地部の保存緑地として指定されている樹林地や公

園緑地など施設緑地等を含む地区が該当しており，公

園緑地等の緑環境の保全・維持管理が必要となる。 

Ⅵ
 

 健全な水循環において重要な緑となっている。市

街地内の溜め池や湖沼を有する地区が該当する。 

市街地部の溜め池・湖沼が分布する地区が該当してお

り，溜め池や湖沼の水質環境や多様な生物の生育環境

となる水辺環境の保全が必要となる。 

Ⅶ
 

 二酸化炭素の固定・吸収において重要な緑となっ

ている。河畔や農用地内の樹林地，市街地内の樹

林地が該当する。 

市街地部の高木が生育する樹林地を含む地区が該当し

ている，広く樹木が分布する地区ではないため，小規

模な樹林地等の保全についての検討が必要となる。 
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